
犬
正
問
匁
六
月
二
守
コ
同
第
三
積
郵
偲
物

Z
一
喝
【
毎
月
一
一
回
-
日
夜
-
竹
}

干す曹安田ー-F司ー・考E てー十'"日lP8

議

輔

麓

新

gll 

年

韓

張

地
方
営
業
税
の
課
税
標
準
:
:
・
・
:
・
:
:
訟
単
一
博
士
紳
戸
正
雄

固
定
資
本
論
の
一
節
・
:
一
・
:
・
:
・
:
・
:
:
・
支
持
』
…
士
山
高
田
保
馬

土
地
川
有
の
集
中
と
分
散

約
一
山
県
昨
士
八
木
芳
之
助

ぃ
九
都
市
時
代
の
出
現
と
綜
刊
の
考
察

中
J 11 
l:且

之
開功

清

純

棋

士

粧
管
協
議
命
日
制
度
む
成
立

前

抑

限

士

大

塚

北
支
日
系
通
貨
に
就
て

抑
制
疎
開
間
半
士
松
岡
孝
児

ア
メ
リ
カ
経
済
の
護
達
と
通
貨
論
争

純
一
河
川
主
堀
江
保
蔵

統
計
・
統
計
調
査
・
統
計
教
育

雲
取
博
士
略
川
虎

貿
易
と
牛
一
産
・
消
費
と
の
関
係

j
目

経
済
原
博
士
谷
口
吉
彦

新
岡
民
主
義
と
閏
民
共
同
鰻

金
融
の
動
き
と
銀
行
勘
定
の
増
減
・
・
・
・
総
務
母
博
士
小
島
昌
太
郎

続
随
筆
陣
云
石
川
興

新
着
外
岡
経
済
雑
誌
主
要
論
題



終
替
協
議
命
日
制
度
目
成
立

第
四
十
四
巻

六
六

第

競

犬
大

経
営
協
議
曾
制
度
0) 

成

立

大

塚

im 

月I

--. 
~:I 

側
純
一
に
於
ur

亡
は
↑

I

九
二

O
年
二
月
の
料
管
協
議
合
訟
一
〕
E
L
O
E
Z
P
Z
目。
E
X
)
K
よ
っ
て
粧
品
U

協
議
有
志
O
E
m
r
言
語
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
一
視
の
'
秒

脇
町
内
的
従
業
被
傭
者
代
表
制
度
が
規
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
其
の
内
容
か
ら
見
て
、
疑
無
〈
工
場
委
員
令
制
度
の
一
範
跨
を
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
、
そ
れ
を
今
日
目
制
迩
に
行
は
れ
て
ゐ
る
経
替
信
認
命
日
制
度
や
乃
至
は
父
親
に
米
岡
及
び
我
岡
等
に
て
庚
〈
慣
行
さ
れ
て
ゐ
る
と
と
ろ
の
私
設

工
場
委
員
合
と
比
較
す
れ
ば
、
北
一
の
問
に
は
性
格
上
に
重
要
な
る
相
池
駄
が
見
向
さ
れ
る
。
以
下
に
、
猟
迎
一
同
有
の
朕
史
的
地
盤
の
上
に
て
終
替
協
議

合
制
度
が
成
立
す
る
に
至
れ
る
沿
革
的
経
緯
を
探
究
し
つ

-t
こ
れ
に
よ
っ
て
此
り
制
度
の
内
面
的
特
質
に
到
す
る
賢
治
的
混
併
を
得
た
い
と
思
ム
。

一
、
大
戦
以
前
の
関
係

経
詩
協
議
命
日
訟
は
、
常
時
二
十
人
以
上
の
従
業
被
傭
者
を
布
す
る
経
科
目
に
、
経
符
協
議
命
聞
と
稀
す
る
粧
器
内
従
業
被
術
者
代
表
制

円
以
を
強
制
的
に
設
置
せ
し
め
る
こ
と
を
趣
旨
に
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
調
逸
に
於
い
て
か
L

る
制
度
の
成
立
を
見
た
の
は
、
決
し
て

突
端
情
的
現
象
で
は
た
く
、

そ
れ
は
、
遠
く
前
吐
紀
中
葉
前
後
に
迄
も
遡
る
長
い
間
の
沿
革
的
経
路
を
た
ど
る
と
こ
ろ
の
狗
遜
工
場
委

H
H
命
同
制

E

皮
の
後
展
過
程
の
上
に
現
は
れ
た

つ
の
歴
史
的
産
物
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
削
ち
相
側
逸
で
は
一
八
三
五
年
に
モ
ー
ル

(
戸
山
・
己

cr
一
)
に
よ
っ
て
一
種
の
経
符
内
従
業
労
働
者
代
表
制
度
の
提
唱
が
行
は
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
れ
が
紋
の
闘
で
よ
易
委
員



合
制
度
の
思
想
が
公
に
現
は
れ
た
忌
初
の
例
で
あ
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
と
の
川
山
忽
は
高
度
資
本
主
義
初
期
の
経
智
内
闘
係

上
に
中
佐
子
工
4
4
時
代
の
純
一
旬
共
同
開
闘
係
の
復
前
を
目
指
し
た
る
同
閥
的
性
質
の
も
の
で
あ
り
、

且
つ
そ
れ
も
山
市
た
る
個
人
的
主

張
に
通
知
さ
な
か
っ
た
の
で
る
る
。

然
る
に
有
の
も
の
と
は
人
1

〈
別
に
、
恰
も
一
八
四
八

i
一
八
四
九
年
の
聞
に
聞
か
れ
た
フ
ラ
ン
ク
ブ
ル
ト
憲
法
制
定
議
舎
に
於
い

て
営
業
保
令
宋
議
の
機
舎
に
一
一
砲
の
強
制
的
工
場
委
員
合
制
度
の
提
築
が
賓
際
政
治
上
の
問
題
と
な
っ
て
姿
を
現
は
し

ho
乙
れ
は

恰
も
営
時
に
欧
洲
犬
陸
各
地
を
風
擁
し
た
る
政
治
卜
の
立
憲
主
義
運
動
が
終
日
党
内
枇
曾
闘
係
の
問
題
に
闘
す
る
進
歩
的
思
想
家
K
一

種
の
一
示
唆
的
毘
響
を
興
へ
た
る
に
某
ぐ
も
の
を
あ
つ
だ
け
れ
ど
も
、
直
業

h
の
資
本
来
的
臼
山
主
義
炉
支
配
的
勢
均
九
位
占
め
て
わ
た

~1-手
1
+
L
K市
7
k
u
u
.
こ
斗
リ
ゾ
・
〆
山
一
久
、
k

l

石
4

3

K

こ

L
b
h
'恒
三

]

吋

一

ご

[

〉
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内

〉

〉

-
-
Z
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t
r
u一昨
4
1
1
R
C
2川
'
1
1
在
t
トド

nbvtド

ittfAEC-d仕
怪
翌
日

4
ロJ

て

t
J
f宍
カ
・
J

諸i

乙七l

J余
持l

~Ìo 

1-~ 
F) 

~1 
F 

γ
豆、
E
K

コ

7
ベ
ノ

r
Jノ

nv

内
容
も
郷
て
祉
舎
か
ら
忘
却
さ
れ
で
、
廠
ら
れ
な
か
っ
た
。

か
〈
の
如
く
、

工
場
委
員
舎
制
度
の
法
制
的
強
制
化
の
震
の
最
初
の
運
動
は
失
敗
に
終
っ
た
け
れ
左
も
、

工
場
委
員
舎
制
度
そ
の

も
の
に
閲
す
る
思
想
は
共
の
後
濁
逸
の
高
度
資
本
主
義
的
産
業
訓
織
が
愈
々
高
潮
期
に
建
す
る
に
及
び
て
聞
も
た
く
復
活
し
て
再
び

世
人
の
注
目
を
惹
〈
と
と
ろ
と
な
っ
た
。
印
ち
、

一
八
七

0
年
代
に
入
っ
て
湖
逸
工
業
が
劃
期
的
飛
躍
期
に
入
る
と
相
倹
ち
、

プ
レ

ン
タ
ノ
、

シ
ユ
モ
ラ

l
等
を
初
め
講
壇
枇
舎
主
義
者
逮
の
中
の
数
人
は
工
場
委
員
合
制
度
の
恩
泡
を
再
び
と
り
あ
げ
て
議
論
の
刻
象

・
と
す
る
と
共
に
他
方
に
此
の
施
設
の
費
施
を
寅
際
界
に
向
っ
て
勤
設
す
る
と
こ
ろ
が
る
っ
た
。

一
方
に
於
い
て
直
接
に
は
そ
れ
ら
事

ι刊
の
影
響
が
る
り
、
他
方
に
於
い
て
一
八
七

0
年
代
の
宋
頃
か
ら
関
内
各
地
に
設
玄
さ
れ
た
工
業
家
閣
棺
の
そ
れ
に
到
す
る
提
唱
も

あ
っ
て
、
共
の
蛍
時
か
ら
始
め
て
各
筒
工
業
経
品
河
内
に
経
母
主
脳
部
の
自
由
決
意
に
基
く
私
設
工
場
委
員
舎
の
設
置
の
賓
例
が
相
営

納
得
協
議
合
制
度
の
成
立

第
四
十
四
巻

六
七

?iz 

披

ノ、

七
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料
侍
協
議
A
W
制
度
の
成
立

第
四
十
四
巻

し山、
t

、

一ノ

F

第

乱E

六
八

多
数
に
現
は
れ
る
や
う
に
友
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

か
L

る
叩
に
一
八
八
九
年
よ
り
一
八
九
一
年
に
瓦
る
と
こ
る
の
有
名
在
る
工
場
捻
乱
流
行
期
の
現
象
が
猟
逸
に
起
と
り
、
各
地
の

庄
業
界
は
相
福
一
ゐ
て
一
般
的
弁
働
不
安
に
襲
は
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
此
の
時
期
に

MMた
り
、
決
鏑
一
手
議
閣
の
請
願
を
契
機
と
し
て
一

八
九

O
年
二
月
に
は
、

持
働
私
自
の
利
訴
を
保
謎
し
日
つ
産
主

k
n
平
和
閥
係
を
叫
怖
い
リ
す
る
矯
の
手
段
・
と
し
て
の
法
定
工
揚
委
員
合
の

強
制
を
勘
減
す
る
皇
帝
の
演
説
が
議
舎
に
於
い
て
行
は
れ
た
。
右
の
由
主
帝
一
仮
設
の
趣
旨
に
到
し
て
は
枇
命
日
時
主
熊
及
び
民
凋
産
業
家

~
J
H
リ
ヂ
一
司
川
J
Z
'
A
J
平氏斗リバ日一

-
7
4
己

〉

人

ノ

コ

己

パ
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u
v
H
H
ι
町・↓
A
J
ノ
吋

d
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訓

M
J
u
i
↓
礼
ヘ
~
〈
〆
斗

J
d
ν
1
a
J
4
4
J
d
i

k
目

z
リ

'
P
U
L
f
u
M砂
t
p
z
コ
ご
ル
w
h
p
A
1

勺
J

・・ζ
J
n
J
U
陀
こ

-
t
k
r
U
A
Iド

J
J
〉

vE

急
小
』

4
t
出
生
お
i
1
J
V
(
』
、

r刊
の
Y

M

U
日
刊

l
一

/
j
-
主
』

F
F
王
H

帆
営
業
保
令
中
に
は
瞳
意
的
工
場
委
員
舎
の
公
認
に
闘
す
る
僚
項
が
新
た
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
刷
而
し
て
、

七
〉

b
z
o
E
t

且
F
U
Z
議
布
H
D
カ

刺
戟
と
友
っ
て
共
の
後
新
た
に
、
随
意
性
的
私
設
工
場
委
員
舎
の
設
置
せ
ら
れ
る
も
の
が
多
敢
に
上
っ
た
。

し
か
し
、
以
上
の
改
正
後
業
保
令
に
よ
る
公
認
工
場
委
員
曾
の
性
質
は
極
め
て
消
制
的
の
も
の
で
あ
っ
て
、
共
の
職
能
も
工
場
規

則
制
定
の
場
合
に
経
替
主
脳
部
の
諮
問
に
肱
じ
、
又
は
共
の
規
則
の
執
行
欣
態
を
監
叫
す
る
等
に
過
ぎ
左
か
っ
た
。
共
の
矯
め
、
間

も
な
く
新
設
工
場
委
員
曾
の
多
数
は
賓
際
に
従
業
地
労
働
者
間
の
そ
れ
に
到
す
る
興
味
を
繋
ぎ
得
た
〈
な
っ
て
賓
質
的
活
動
力
を
失
ひ

僅
に
形
骸
を
止
め
る
に
過
ぎ
ざ
る
や
う
に
た
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
そ
こ
に
工
場
委
員
合
制
度
の
一
般
的
不
振
時
代

と
い
ふ
も
の
が
顕
著
に
現
は
れ
一
」
来
た
の
で
る
る
。
尤
も
、

か
〈
で
あ
る
聞
に
今
世
紀
の
初
頭
卸
ち
一
九

O
七
年
歯
時
か
ら
再
び
崎
町

働
省
側
の
聞
に
於
い
て
工
場
委
員
合
制
度
に
制
し
て
新
た
な
る
闘
心
を
懐
く
と
い
ふ
機
運
樽
換
の
徴
候
が
起
こ
っ
て
来
た
と
い
ふ
事

貨
を
注
一
意
す
る
と
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

刻
逸
に
於
け
る
工
場
委
員
合
制
度
は
前
世
紀
の
中
葉
前
後
か
ら
大
戦
前
迄
の
間
に
大
史
上
越
の
如
き
経
路
を
た
ど
っ
て
設
展
し
て

Webt'!r， A.， DビrKarnpr zwisdtt:n Kapiti11 und A山口 1，:， 1930， S. 521. 

v. Kleinwachter， F.， Leh.rbuch der Volkswirtschan~p(l1i tiik ， 1923， S. 226目

Koclョ， JI.， Arbeiter:lusschusse， 1907， S. 29 
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来
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
共
の
時
代
の
工
場
委
員
舎
の
一
般
的
特
質
と
し
て
は
、
施
設
の
根
様
が
軍
に
資
本
家
的
雇
主
側
の
私

的
、
随
意
的
廃
世
に
存
す
る
と
と
、

及
び
共
の
峨
能
が
樹
め
て
制
限
せ
ら
れ
た
消
倒
的
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
翠
な
る
枇

曾
改
良
主
義
的
傾
向
の
も
の
に
止
去
っ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
の
二
期
を
挙
げ
左
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

二
、
大
教
中

の

関

係

大
戦
開
始
以
後
澗
誕
の
枇
命
日
的
絞
消
的
諸
闘
係
が
各
方
耐
K
4
m
裂
な
る
影
響
を
交
付
る
と
刷
出
に
川

-
場
委
白
山
岳
制
度
の
上
に
も
亦

比
パ
の
性
怖
の
保
十
件
に
迄
崎
れ
る
と
と
ら
の
帽
耕
作
汗
た
る
焚
旧
民
が
起
こ
つ
で
来
た
の
で
あ
る
。

1m 
h 
k 

大
械
の
綴
慨
に
上
ワ
七
利
為
的
一
同
氏
印
刷

hmは
従
々
一
過
泊
し
て
烈
た
が
、

ミ

1
3
A
F
B
-
〉

f
t
7
1
2
h
i
》

L

C

J

4
μ
t

日
生
日
ー
か
日
覧
刻
苦
和
初
十
Jpq
宏
に
£
ば
什

は
産
業
生
活
上
に
て
弊
働
組
合
の
積
極
的
協
力
を
要
笠
す
べ
き
必
要
を
痛
感
し
た
。

か
〈
て
共
の
矯
に
政
府
は
勢
働
大
衆
側
の
要
求

に
剥
し
て
或
る
脱
皮
迄
の
満
足
を
興
へ
る
に
足
る
積
極
的
譲
歩
を
意
味
す
る
と
と
ろ
の
施
設
の
賓
施
が
紫
念
不
可
快
で
る
る
と
と
を

認
め
た
。

愛
関
持
働
法

5
3
r
己

E
L
2
き
2
5ロ
L
E
E
-
-
M
-
E
-
E
E
5
2
T
5
3
5
と
い
ふ
特
別
法
が
有
の
要
求
に
刻
し
て
波
布
さ
れ

た
。
此
の
法
律
の
中
で

「
愛
岡
持
働
経
替
」
削
ち
戦
争
の
遂
行
乃
至
閥
民
給
養
の
潟
に
直
後
又
は
川
般
に
来
任
す
る
経
穫
に
し
で
常

時
五
十
人
以
上
の
賃
銀
山
労
働
者
成
は
俸
給
峨
討
を
使
役
す
る
も
の
に
は
、
夫
々
各
筒
に
門
前
設
工
場
委
員
舎
の
設
世
せ
ら
る
べ
き
と
と

の
強
制
が
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
;
と
k

に
規
定
さ
れ
た
工
場
委
民
合
制
度
は
経
掛
内
諸
施
設
及
び
賃
銀
共
の
他
の
労
働
闘
係
車

現
に
就
い
て
起
こ
る
従
業
被
傭
者
側
の
提
議
、
又
は
γ

小
平
、
等
を
粧
楼
主
脳
部
に
停
建
し
、
且
つ
そ
れ
に
闘
す
る
自
己
の
意
見
を
辿

制
限
曲
目
白
協
議
令
制
度
の
成
立

第
四
十
回
答

第

放

六
九

-、し
」
a
F

イノ
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経
俸
協
議
合
制
度
目
成
立

第
四
十
四
巻

七
O 

第

競

七
O 

ぶ
べ
き
こ
と
の
任
務
を
負
ふ
て
ゐ
る
。
而
し
て
、
若
し
共
の
際
持
資
問
に
見
解
の
一
致
を
如
何
な
い
な
ら
ば
.
出
国
該
争
賠
は
工
場
委
員

命
日
の
一
千
に
土
り
同
じ
愛
鴎
持
働
法
中
に
定
む
る
中
立
仲
裁
々
判
に
向
〈
つ
一
て
こ
れ
を
提
訴
し
得
る
の
で
あ
る
。
此
の
提
訴
権
の
存
す
る

こ
と
が
此
の
場
合
に
判
に
京
裂
な
意
義
を
払
つ
の
で
あ
っ
て
‘
愛
凶
持
働
法
中
の
工
揚
委
員
合
制
度
は
正
に
右
の
提
訴
棟
の
故
を
以

て
、
六
枚
以
前
山
工
説
委
員
合
制
見
一
に
比
較
し

つ
の
託
窓
す
べ
を
特
質
を
獲
持
し
た
E
C

い
ふ
と
よ
」
が
州
北
米
る
。

レ
ー
〉
亡
一
叶
見
町
f
h
A
L
ι

二、
f
a
H
2
5
i
ι
F
E
Zリ
-
一
ご
〉

y
h
:

f
7
1
1
i
y
d
l
y
t
i
r
f
i
l
i
-
-
r
r
t
 

;
〈

i
|
J
イ
ー
、
ィ

;

1

4
〆一

F
I
-
-
)』

1
3
4
1
H

、二，
B
I

』

VAI

l
是

4

r
一

'
l
i
ブ
同
い
叫
ド
イ
リ
/

一
F

，、白

U

7
ル
ハ
ケ

γ
ィ
、
不
新
聞
L

は
そ
の
川
町
一
訴
椛
に
机
い

-
Lへ
〕

U
，
、
こ
ハ
川
、
二
、
2
3
0

二
J
U
J
b
，、
ι
4
2刊
1
i

戸

e
d
J
、
引
い
う
「
吐

z
r
E
k
f
1ア
モ
ム
昨
年
二
主
主
国
土

n
b
:
1
1
2
ヨ
?
z
f〉
1
1
f
t
L
〉
、
-
-
-
〉

-
L
、，

d

l
z
f
f
z

，f
む
豆
一
回
目

4
1
z
p
l
f
o主
l
弔

i
b
v
J
占
有
寺
市
山
rn
耳
手

U
F
E
H
J主
記

r
u
A
K
よ
〈
て
つ
ν
J
A

せ
ら
れ
ざ
る
こ
と
に
左
っ
た
。
部
ち
持
春
一
雨
者
に
到
し
て
中
立
的
地
位
に
立
て
る
仲
裁
委
員
舎
が
、
持
働
契
約
の
設
定
上
に
大
た
る

影
響
を
血
(
ふ
べ
き
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
』
止
。

と
も
か
く
も
、
右
の
強
制
的
工
場
委
員
舎
の
設
置
に
よ
っ
て
工
場
内
の
持
働
諸

胤
係
は
従
来
の
如
く
に
た
Y
企
業
主
側
の
優
越
的
勢
力
の
み
に
て
こ
れ
を
専
断
的
に
決
定
し
得
ざ
る
や
う
に
在
っ
た
謹
け
で
あ
る
。

蓋
し
、
今
や
被
傭
者
側
は
第
三
仲
裁
機
闘
を
介
し
て
、
持
働
諸
閥
係
の
決
定
上
に
、
自
己
の
立
場
の
利
益
の
潟
の
主
張
を
或
る
程
度

積
極
的
に
反
映
せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

裂
す
る
に
、
大
戦
以
前
に
行
は
れ
て
ゐ
た
随
意
性
的
拡
設
工
場
委
員
舎
が
岱
時
の
諸
経
皆
に
於
け
る
資
本
家
的
利
益
本
位
の
専
制

関
係
に
到
し
て
若
干
の
手
工
法
時
代
的
、
次
長
的
、
温
情
主
義
的
絞
殺
闘
係
性
を
加
味
せ
ん
と
す
る
枇
舎
改
良
主
義
的
粧
品
情
の
も
の

で
あ
っ
た
の
に
釣
出
し
て
‘
愛
岡
崎
河
働
法
上
の
工
場
委
員
合
制
度
は
、
賞
に
緩
慢
民
主
主
義
の
寅
現
に
向
っ
て
、
最
初
の
一
歩
を
起

と
し
た
る
性
質
の
も
の
と
し
て
共
の
姿
を
現
は
し
た
の
で
る
っ
た
。

愛
国
労
働
法
に
よ
っ
て
工
場
委
員
曾
制
度
の
性
格
上
に
右
の
如
き
飛
躍
的
設
展
が
起
こ
っ
た
に
つ
い
て
は
、
い
唯
一
論
一
般
的
に
云
つ

zitiert in (Berthelot， M. a.. :'l.目 o.S. 8). 3ノ



て
営
時
の
園
民
経
済
的
、
枇
A
W
H

的
欣
勢
の
切
迫
と
い
ふ
こ
と
の
影
響
を
宥
過
し
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
又
他
方
か
ら
こ
れ

を
見
れ
ば
、
首
時
に
著

L
〈
賓
努
力
を
伸
張
し
て
ぬ
も
凡
枇
合
↑
仁
義
的
持
働
組
合
が
、
先
に
一
一
一
一
回
及
し
沿
け
る
如
く
に
、

工
場
委
員
曾
制

度
共
の
も
の
に
針
す
る
嘗
て
の
否
定
的
、
反
批
則
的
態
度
を
そ
れ
よ
り
前
に
改
め
て
ゐ
て
、
寧
ろ
此
の
制
度
の
護
法
を
助
成
し
て
と
れ

を
枇
舎
費
革
の
横
粁
的
手
段
に
利
用
せ
ん
と
す
る
方
針
に
進
ん
で
来
て
ゐ
た
乙
と
の
照
力
的
影
響
が
こ

L

に
作
用
し
た
黙
の
削
れ
か
ら

ざ
る
宇

品'{]，

め
な
け
JL 
t主
党主
ら
ね
の
で
あ

その

以
ト
ム
の
如
く
に
叫
叫
に
一
日
一
愛
関
持
働
法
を
媒
介
と
し
て
努
働
組
合
側
の
勢
力
と
企
業
主
側
の
資
本
家
的
勢
力
と
の
聞
に
於
け
る
安

協
の
契
機
と
在
っ
た
経
皆
民
主
化
の
気
運
は
、
線
て
叉
北
ハ
の
後
に
至
っ
て
、
た
戦
中
の
産
業
的
事
態
に
議
口
市
周
す
る
目
的
の
誌
に
組
織

ー
川
川
沌
一
仁
花
持
品
λ

共
同
値
!
一

(
c
w
r
E
S
S
E
-
E
r
o
-
-
z
a

自
注
)

E】

(-rz-r。7
E
2
-
X白
書
Z
Z
E
Z
と
開
閉
す
る
特
殊
の
弁
資
組
合
の
作
川
に
よ
っ
て
徐
々
続
々
札
ハ
の
汲
速
を
促
進
さ
れ
る
と
と
忙
な

5
L
2
L
一

う

コ

ー

1
7
t
i
J
U

同

J
(
7
M
M

写
山
ち
ロ

σ己
口

4
J
A
V

れ
φ
r
Z
J
i〕

L
↑
〔
ご
2

J

P
J
}
C
m
J
H
門
刊
。
U
口「

っ
た
町〉

で
あ
る

。巧)

(
註
)
「
濁
遜
工
業
募
資
共
同
鞭
」
は
大
戦
中
に
産
業
界
の
平
和
稚
持
の
目
的
を
以
て
、
関
内
各
積
産
業
部
門
の
夫
々
に
つ
い
て
勢
働
組
合
と
一
属
主
闘

世
と
り
聞
に
組
織
さ
れ
た
る
と
こ
ろ
の
懇
談
及
び
協
定
の
伐
の
組
合
即
ち
「
叫
労
働
共
同
掛
L

(
〉

t
z
f
m
g
d
m
g
R
E
3
0
総
括
的
代
表
組
合
で
あ
る
。

(
詳
細
は

F
m
F
g
n
y

。-
u

〉
岳
会
問
問
山
内
H

耳目
2
問

z
p
w
S
N
O
W
担
町
同
小
司
一
参
照
)

印
ち
、
，
大
戦
移
局
の
韓
機
に
近
く
一
九
一
八
年
十
月
に
入
っ
て
か
ら
は
濁
逸
の
政
治
、
経
済
界
は
物
情
騒
然
と
し
て
全
く
安
定
を

央
び
、
暴
動
は
各
所
に
頻
愛
し
て
資
本
宅
義
的
秩
序
の
全
般
的
撹
蹴
が
一
止
に
一
繍
印
務
の
危
機
に
迫
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
此
の
際

に
前
記
の

「
狽
逸
工
業
持
資
共
同
鵠
』

の
組
織
が
結
成
せ
ら
れ
、
枇
合
革
命
の
脅
威
の
中
氏
立
っ
て
全
濁
遜
工
業
の
資
本
代
表
は
狩

経
替
協
議
舎
制
度
の
成
立

第
四
十
四
巻

七

第

挽

七

Stern， B.， Works Council Movement in Genn:lny， I925， p. 7. 
Werner zur Megede， Volkswirtscaftlicl山 undsozia.le AuswIrkungen des Betri 
ebsrategeset:zes， 1927， SS. 8-9 
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加
融
肱
官
協
議
合
制
度
の
成
4I

第
四
十
四
巻

-t; 

第

抜

七

働
組
合
側
の
首
領
と
一
座
の
上
に
劉
等
的
に
相
合
同
し
て
濁
逸
の
資
本
主
義
的
産
業
秩
序
を
平
和
的
に
維
持
す
る
震
の
方
策
に
つ
い
て

協
議
を
開
始
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
ミ
る
聞
に
も
現
賓
的
事
態
は
刻
k

に
進
展
し
て
十
一
月
九
日
遂
に
帝
政
の
騨

蜜
を
見
、
十
日
新
た
に
世
舎
民
主
祭
を
中
心
と
せ
る
臨
時
共
和
政
府
が
組
織
さ
れ

h
。
そ
れ
と
相
携
へ
て
一
方
に
於
い
て
は
枇
舎
主

義
的
持
働
大
衆
の
手
に
よ
っ
て
資
本
主
義
的
産
業
秩
序
の
全
般
的
繁
革
の
手
段
が
着
々
進
め
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
此
の
危
機
の

頂
附
制
に
於
い
て
前
記
「
狛
逸
工
業
務
資
共
同
併
L

は
、
押
し
寄
せ
る
脱
皮
革
の
大
勢
を
阻
止
す
る
穏
に
、
全
制
逸
工
業
界
を
代
表
す
る

民
主
閣
悌
及
川
ゆ
持
例
制
へ
ー
の
お
bgp

以
て
乾
坤
一
榔
の
剖
明
内
協
定
ゲ
締
結
し
た
。
北
ハ
の
協
氾
の
内
誌
は
功
、
の
如
さ
も
の
で
わ
る
。
削

ち
そ
れ
は
一
方
で
は
雇
主
側
が
叫
労
働
組
合
側
の
多
年
の
追
求
謝
象
で
あ
っ
た
弊
働
の
高
度
民
主
化
及
び
八
時
間
労
働
の
制
度
等
の
鮪

に
つ
い
て
重
要
友
譲
歩
を
認
め
、
又
他
方
で
は
勢
働
組
合
側
が
弊
働
大
山
県
の
山
に
即
断
勃
た
る
一
粧
台
革
命
的
気
運
に
逆
ら
っ
て
、
現
行

の
資
本
主
義
的
産
業
秩
序
へ
の
支
持
を
誓
約
し
た
る
も
の
で
る
っ
た
v

「
猫
逸
ヱ
業
務
資
共
同
鰐
」
に
於
け
る
右
の
協
定
保
項
中
に
て
、
此
の
際
に
特
に
校
日
を
裂
す
る
賦
は
、

五
十
人
以
上
の
被
傭
者
を

れ
す
る
各
筒
工
場
に
て
は
営
該
経
管
内
に
於
け
る
集
圏
的
一
般
弊
働
契
約
(
4
2
3
の
執
行
欣
態
を
監
脱
す
る
震
に
工
一
揚
委
員
舎
を
設

置
す
べ
き
と
と
を
定
め
た
黙
で
あ
る
。
而
し
て
、
か
h

る
依
項
を
含
め
る
此
の
協
定
は
、
労
働
組
合
内
の
保
守
的
勢
力
に
よ
っ
て
調

逸
帥
労
働
者
の
鳩
の
「
大
盗
品
草
」

(5開

S
E
E
M
)
と
稀
讃
せ
ら
れ
、

叉
反
割
に
急
進
的
枇
曾
主
義
的
第
働
大
衆
側
か
ら
は
「
豆
大
欺

嫡
」
(
品
R
R
E
E
固
め

E
巴
と
呼
ば
れ
て
非
難
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
、
此
の
協
定
は
猫
逸
の
資
本
主
義
的
産
業
秩
序

を
破
滅
の
一
歩
手
前
に
於
い
て
維
持
し
た
耕
、
左
ら
び
に
、
持
働
組
ム
川
が
雇
主
側
に
よ
っ
て
勢
働
者
側
の
公
式
代
表
機
闘
と
し
て
認

め
ら
れ
て
賃
銀
共
の
他
の
持
働
僚
件
は
組
合
側
を
相
手
方
と
し
て
雇
主
側
と
の
聞
に
て
集
閤
的
一
般
持
働
契
約
を
以
て
決
定
せ
ら
る

来竣忠一氏稿ドイツ革命参照(岩波艇済皐由時点 lHlt，S43."J可)
Stern， B.， Ibid， p. 65・
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べ
き
こ
と
の
原
則
が
確
立
せ
ら
れ
、
且
つ
会
川
聞
各
工
場
に
前
記
の
如
く
工
場
委
員
舎
を
設
置
し
て
従
業
被
傭
者
側
の
利
盆
の
保
護
に

官
ら
し
め
る
こ
と
に
友
っ
た
等
の
献
に
於
い
て
意
義
深
き
も
の
で
あ
る
。

ェ
l
パ
1
ト
(
司

-
2
0
1
)

主
席
の
踊
時
共
和
政
府
は
右
の
「
獅
逸
工
業
持
資
共
同
鰐
」
の
協
定
を
医
式
に
承
認
し
た
が
、
越
え
て

聞
も
左
く
政
府
自
ら
が
、

且
つ
更
ら
に
一
一
居
共
の
内
容
を
撹
大
強
化
し
た
る

又
一
閤
令
を
渡
し
て
右
の
協
定
の
精
神
を
閥
法
化
し
、

規
定
を
設
け
る
に
五
っ
た
。

一
九
一
八
年
十
二
月
廿
三
日
に
段
布
さ
れ
た
る
「
集
図
的
一
般
契
約
、
持
働
者
委
員
舎
、
俸
給
職
員
委

員
人
曾
及
び
持
働
争
点
一
識
調
停
に
闘
す
る
閤
令
」
と
い
ふ
の
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
此
の
閤
令
は
常
時
二
十
人
以
と
の
被
傭
従
業
者
を
布

ず
る
工
場
に
対
し
て
工
場
委
員
合
設
世
の
弧
制
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
が
、

川
労
資
閣

共
の
工
場
委
員
舎
は
峨
能
と
し
て
主
と
し
て
、

胆
阻
附
陀
唆
ム
止
す
る
渠
閣
的
一
役
搾
働
穂
向
の
経
川
川
崎
河
的
執
行
状
態
宮
崎
川
し
、

十
一
川
し
え
が
k
v
A
集
閥
的
一
般
持
働
契
約
の
山
川
知
し
戸

-
J
3四
一
月

L
1
F
h
ト
ム
、

同

4
4
4
d
E
ト
J

-
U
7
1
7
l
'
z
-
1

〉

・

当
r
f
J
6
1
E
A
レ
カ

l
供
代
右
r
日で

hfv闘
何
町
川
労
働
組
内
こ
の
川
に
聯
絡
を
保
ち
な
が
ら
世
該
経
惜
の
一
腿
主
と
の
川

に
於
い
て
賃
銀
共
の
他
の
抽
労
働
篠
件
に
つ
い
て
閤
鰐
的
決
定
に
常
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
nv

臨
時
共
和
政
府
の
閣
令
に
基
く
以

上
の
工
場
委
員
曾
制
度
は
既
に
暴
き
に
一
円
一
愛
同
葬
働
法
上
の
工
場
委
員
命
日
制
度
を
以
て
始
め
て
若
干
の
程
度
に
迄
図
法
的
に
貨
現

化
さ
れ
た
る
粧
品
百
民
主
化
の
原
理
を
廷
に
一
一
暦
固
法
的
に
擬
充
後
展
せ
し
め
た
勃
に
制
有
の
意
義
を
有
し
て
ゐ
る
。
猪
逸
の
工
場
委

員
合
制
度
の
上
に
現
は
れ
た
る
以
上
の
如
き
質
的
獲
展
を
見
る
揚
ム
口
に
、
半
同
々
は
共
の
背
後
に
於
い
て
と
れ
を
粛
す
機
縁
と
左
れ
る

と
こ
ろ
の
犬
戦
中
殊
に
共
の
末
期
に
於
け
る
経
済
、
枇
台
、
政
治
の
上
の
諸
縫
動
の
現
象
を
同
時
に
考
感
の
中
に
入
れ
て
ゐ
か
ね
ば

な
ら
ね
の
で
る
る
。

制
服
替
協
議
命
制
度
の
成
立

'U~ 

盟主

-t; 

川
和
凶
十
四
巻

寸コ
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純
替
協
議
合
制
度
目
成
立

第
四
十
四
巻

ftz 

競

七
l掴

七
回

三
、
経
替
協
議
曾
法
の
成
立
関
係

一
九
一
八
年
十
二
月
二
十
三
日
に
臨
時
共
和
政
府
が
授
布
せ
る
閣
令
中
の
工
場
委
員
合
制
z

反
に
闘
寸
る
規
定
は
、
門
前
時
新
政
権
の

基
礎
が
未
ピ
不
安
定
に
し
て
時
h
M
の
牧
拾
成
ら
宇
、
政
治
、
経
済
、
枇
合
の
諸
闘
係
が
混
飢
動
協
の
渦
中
に
漂
勺
て
ゐ
穴
以
態
め
中

κ於
い
て
.
そ
れ
は
事
質
上
の
胤
行
力
を
ら
す
る
に
主
ら
中

I
て
灼
ん
と
山
本
一
火
に
等
し
き
有
械
に
ゐ
か
れ
て
ゐ
た
。
然
る
仰
心
、
比
ハ
の

後
約
一
ヶ
年
を
経
過
し
た
る

右
間
令
上
の
工
場
委
員
命
日
規
定
の
趣
旨
を
吏
K
詑
回
以
せ
し
め
た
る
内
答
申
『

丸一一

O
年
二
月
四
日
k
h

持
つ
絞
管
協
議
合
法

(
H
W
E
O
F
E
5
2
0
5
と
得
す
る
新
特
別
法
が
護
有
さ
れ
て
、
同
法
悌
一
糸
上
に
前
後
二
つ
の
法
制
聞
の
地
位
継
承

が
行
は
れ
た
。
然
れ
ど
も
、
右
の
二
つ
の
閣
法
聞
に
起
こ
っ
た
地
位
継
承
が
立
脚
せ
る
共
の
聞
の
枇
合
的
、
政
治
的
過
程
は
決
し
て

順
調
に
無
事
平
穏
の
一
路
を
進
ん
で
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
は
茜
に
錯
雑
し
た
る
曲
折
の
闘
係
が
、
共
の
推
移
の
聞
に
介
在
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
印
ち
、
恰
も
此
の
継
承
過
程
の
間
に
於
い
て
は
一
九
一
八
年
十
一
月
か
ら
の
革
命
動
飢
期
に
ロ
シ
ヤ
上
り
搬
入

せ
ら
れ
た
持
兵
協
議
舎

(222nzn
旨
E
g
g
-
∞己主
2
E
O
W
r
t
d
n
Z
)
が
猫
泡
園
内
の
経
済
事
業
経
皆
、
官
艇
、
兵
皆
等
の
箇
々

に
庚
き
範
閏
に
組
織
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
各
工
場
に
で
も
到
る
と
と
ろ
右
の
ロ
シ
ヤ
式
持
働
者
協
議
舎
が
跳
梁
を
定
〈

そ
れ
が
資
本
家
的
雇
主
側
に
よ
る
粧
品
河
管
朗
一
様
の
駆
逐
と
従
業
被
傭
者
側
に
よ
る
調
裁
的
管
理
制
の
確
立
と
を
聾
向

く
要
求
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

し
て
K
M

り、

有
に
ロ
シ
ヤ
式
弁
働
者
協
議
世
間
と
い
ふ
の
は
、
会
く
普
通
の
意
味
の
工
場
委
員
合
と
は
共
の
性
筑
を
具
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
郎

ち
、
そ
れ
は
勢
働
階
級
の
手
に
よ
る
と
こ
ろ
の
一
般
政
治
的
、
経
済
的
狗
裁
制
の
潟
の
某
礎
的
機
関
と
し
て
各
工
揚
に
設
立
さ
れ
た

Werner zur Megede， a. a. O. S. 9 、Veber，A.， a. n. O.S. 521 2) 



も
の
で
あ
り
、
絞
怖
に
於
げ
る
資
本
の
努
力
、
枇
九
円
に
於
け
る
符
働
相
合
の
努
力
司
政
治
に
於
け
る
議
命
主
義
的
諸
勢
力
に
代
つ
℃

同
州
働
汗
協
議
合
そ
れ
向
制
が
い
れ
州
、
批
命
日
、
政
治
の
待
方

J

川
に
於
け
る
決
定
的
勢
力
の
恨
源
た
ら
ん
こ
と
を
目
指
し
て
ゐ
た
の
で

b

っ
た
。
故
に
、
井
、
の
特
質
と
し
て
は
軍
な
る
経
侍
民
主
化
の
精
神
を
淫
に
超
え
で
ゐ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

後
に
見
る
が
如
く
に
、
祈
た
に
制
定
さ
れ
た
い
蛇
管
協
議
命
日
制
度
と
い
ふ
の
は
右
の
如
き
?
ン
ヤ
式
労
働
者
協
議
合
運
動
を
克
服
し

て
生
れ
山
山
で
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
終
皆
協
議
合
法
が
成
立
す
る
過
程
に
於
い
て
た
と
へ
数
筒
月
間
で
も
か
、
る
持
殊
の
念
進

的
性
質
を
有
す
る
持
働
包
合
協
議
命
日
と
い
ふ
も
の
が
泊
く
人
T
凶
各
仁
場
に
帰
路
し
で
ゐ
て
こ
れ
を
支
配
し
、

こ
れ
に
到
す
る
政
治
と
の

ば
別
的
勢
力
に
向
っ
て
絶
え
や
そ
こ
か
ら
力
制
き
来
制
的
影
響
苧
一
及
ぽ
し
て
ぬ
た
と
い
ふ
の
は
、

経
位
協
議
合
法
の
成
立
を
繰
る
絞

l

h

l

}

!

一

i
J
I
F
-
-」
l
E
L
'
ー

コ

リ
川
干
一
川
町
内
て

K
I
之
は
ぐ
し
ζ

正
也
し
れ
い
き
右
主
簡
で
乏
そ

;

'

 

既
に
一
日
及
せ
る
如
く
ロ
シ
ヤ
式
持
例
都
円
協
議
合
の
川
伎
と
い
ふ
の
は
慣
な
る
絞
品
目
民
主
化
の
範
閣
を
治
に
越
え
た
円
的
そ
追
求
す

る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
別
立
枇
命
日
議
殊
に
仙
北
ハ
の
中
の
念
進
汲
は
ロ
シ
ヤ
に
於
け
る
そ
れ
の
同
布
の
技
連
事
情
を
刷
る
と
と
た
く
・
た

ピ
術
品
迅
革
命
期
の
一
時
の
同
様
池
終
に
来
じ
周
期
動
の
力
を
以
て
山
氏
〈
三
れ
を
へ
L

湖
各
粧
品
司
に
設
立
せ
し
め
た
の
で
あ
る
凶
臨
時
起
向

政
府
及
び
多
数
派
枇
合
主
義
撲
な
ら
び
に
抑
働
州
ム
口
は
右
の
ロ
シ
ヤ
式
持
働
者
協
議
合
運
動
に
到
し
て
常
一
初
か
ら
一
氏
針
の
態
度
一
を
と

7
 

っ
て
ゐ
た
の
で
、
た
に
述
べ
た
「
搾
働
大
宝
章
一
も
貨
は
そ
れ
に
針
す
防
衛
、
去
勢
の
矯
の
手
段
と
し
て
成
立
し
た
謹
で
あ
る
。
枕

中
多
数
汲
枇
舎
黛
中
に
あ
っ
て
、
殊
に
凱
一
心
に
叩
明
治
革
命
を
政
治
的
民
主
制
の
軌
道
の
上
に
引
込
む
こ
と
に
視
力
し
た
る
シ
ヤ
イ
デ

マ
ン

('PZE255R)
の
知
き
は
、

一
方
に
断
乎
と
し
て
ロ
シ
ヤ
式
持
働
仔
協
議
合
の
根
本
的
関
慨
を
主
張
し
、
他
方
に
こ
れ
に
針
し

て
国
民
合
議

(
Z
さ。

5-5SEE-z白
河
)
の
招
集
を
要
求
し
て
ゐ
た
。
叉
完
全
鑓
と
し
て
も
多
数
減
枇
命
日
仁
し
義
黛
は
黛
員
箇
人
と
し
℃

経
替
協
議
合
制
度
白
唆
立

策
四
十
四
巻

-h 
五

策

強

七
Ji. 
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総
管
協
議
合
制
度
の
成
4
1

第
四
十
四
巻

七
〆、

七
六

主事

量定

の
シ
ヤ
イ
デ
マ
ン
の
如
く
に
強
硬
で
は
友
か
っ
た
が
、
耐
も
友
ほ
、
各
工
揚
に
鰭
路
し
て
ゐ
る
ロ
シ
ヤ
式
労
働
者
協
議
舎
の
勢
力
を

は
局
限
さ
れ
た
狭
き
一
定
範
閣
の
経
済
闘
係
の
上
の
み
に
照
明
東
せ
ん
と
と
を
主
張
し
て
ゐ
た
。

か
t
A

る
事
情
の
下
仁
、

一
九
一
九
年
二
月
二
十
六
日
に
臨
時
共
和
政
府
は

遂
に
一
つ
の
聾
明
を
設
表
し
て
ロ
シ
ヤ
式
弊
働
者
協

議
舎
の
底
世
に
闘
す
る
政
府
の
態
度
を
公
示
す
る
に
支
っ
た
の
で
あ
る
。
北
八
の
川
崎
明
中
に
て
「
各
筒
絞
侍
内
の
協
議
合
組
織
』
(
同
E

。C同
開
h
H
ロ
日
間
伊
丹
古
口
)

は
各
筒
絞
僚
と
労
働
組
合
と
の
附
に
立
つ
L
仁
と
る
の
仲
介
機
関
と
し
て
の
み
雑
持
せ
ら
れ
符
べ
く

そ
れ
以
外
の
性

到
配
布
す
り
引
協
前
J
W
M広
一
同
制
逸
同
日
ド
い
て

と
い
ふ
組
自
を
辺
ぐ
た
。

断
こ
れ
が
杭
川
を
川
叫
X
A
r
1己

臨
時
共
和
政
府
、
多
数
派
枇
品
目
葉
、
野
働
組
合
の
三
者
が
上
記
の
如
く
に
、
常
初
か
ら
ロ
シ
ヤ
式
勢
働
者
協
議
合
に
劃
し
て
願
著

な
る
排
撃
的
態
度
を
と
っ
て
ゐ
た
と
い
ふ
に
つ
い
で
、

こ
t
A

に
少
し
〈
そ
れ
の
か
く
な
り
し
四
日
向
を
た
づ
ね
て
み
た
い
。

と
れ
に
闘
し
て
は
無
論
と
れ
ら
一
聯
の
反
針
者
逮
の
個
人
的
立
揚
に
於
け
る
直
接
の
利
己
的
闘
係
に
到
す
る
考
慮
、
ど
い
ふ
も
の
が

較
胡
し
得
な
い
意
義
そ
持
っ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。

し
か
し
n
z
z
口
々
は
此
の
際
民
に
一
歩
を
進
め
て
、

か
L
る
特
殊
の
個
人
的
、
主
観

的
闘
係
を
超
越
せ
る
康
き
範
閣
の
客
視
的
闘
係
の
上
に
於
い
て
、
山
品
斗
減
反
劉
者
遣
の
主
張
を
支
持
し
肯
定
す
る
何
等
か
の
基
礎
的
契

機
が
存
在
し
た
る
こ
と
な
き
ゃ
に
つ
い
て
取
る
必
要
が
あ
る
。
共
の
契
機
と
友
っ
た
も
の
は
、
賞
に
首
時
の
狗
逸
間
四
民
経
済
に
於
け

る
一
般
的
歌
勢
に
外
左
ら
な
い
。

却
ち
、
先
づ
第
一
に
・
設
時
の
濁
逸
可
業
界
に
は
な
ほ
大
中
小
各
種
規
模

ω
無
数
の
粧
替
が
相
互
に
複
雑
在
る
錯
綜
闘
係
を
以
て

相
側
剖
立
し
て
ゐ
て
、
日
つ
生
産
の
技
術
的
閥
係
も
未

r
一
般
に
は
高
度
の
機
織
化
的
設
備
の
一
段
階
に
は
迷
し
で
ゐ
な
か
っ
た
も
の
で

-
あ
る
。
更
ら
に
第
二
に
、
大
戦
の
影
響
殊
に
敗
戦
の
結
川
市
と
し
て
の
園
際
政
治
的
感
迫
は
、
桜
皮
に
猫
逸
岡
民
経
済
を
疲
弊
せ
し
め

Berth.elot， M.， '. a. O. SS. 14-15 
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て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
岡
氏
給
養
の
鴻
に
も
、
賠
償
履
行
の
翁
に
も
、
岡
氏
的
生
産
力
の
同
復
と
い
ふ
こ
と
が
欄
頭
焦
川
の
岡
民

的
念
務
に
な
っ
て
ゐ
た
の
?
あ
る
。

以
K
の
二
つ
の
事
情
が
山
V

同
時
に
於
い
て
樹
逸
の
政
治
及
び
年
誌
の
一
般
的
管
川
崎
を
ロ
シ
ヤ
式
弊

働
者
協
議
舎
の
如
き
機
閥
の
個
別
裁
下
に
委
ね
去
る
こ
と
を
相
翠
ゐ
て
妨
げ
る
作
用
を
な
し
た
布
力
た
る
客
規
的
契
機
で
あ
っ
た
と
見

ら
れ
て
ゐ
る
。
か
く
し
て
、
多
数
汲
枇
合
設
…
‘
持
働
組
合
幹
部
、
臨
時
共
和
政
府
等
一
一
備
の
支
配
的
勢
力
鮮
が
相
協
力
し
て
ロ
シ
ヤ

式
持
働
者
協
議
舎
の
濁
議
に
於
け
る
技
連
を
阻
止
す
る
こ
と
に
努
力
し
た
る
鐸
で
あ
る
。

品
え
も
以
上
の
如
き
反
針
的
勢
力
に
劉
抗
し
て
、

一
方
で
は
え
濁
江
枇
合
業
、

殊
に
凡
ハ
の
中
の
側
端
汲
が
執
均
一
頑
強
な
る
大
衆
煽
動

を
行
っ
て
ロ
シ
ヤ
式
持
働
者
協
議
合
混
勤
の
勢
力
稚
内
に
M
H
h
け
し
た
の
?
あ
一
ゐ
h
ら
、
作
巾
八
市
勃
投
の

A

九
」
八
年
卜
二
月
!
?
り
明
正
午

〉

1
〉

:

ミ

ド

l
z
ι
1
-
1
J
旬リ:へ・、、

-
+
i
、
kap
戸
判
五
色

3
L
n，
白
「
h
H
v
m
こ
l
J
ミ
J
2

U
M引
u
a
k
カ

K
1
事
与

T
Eト
ド
ト

M
L
v
t
l
y
-
-
f
u
u

」一

l
』
d

l

/ヤ
v
A
川
市
川
働
汗
協
議
ヘ
W
か
山
川
く
跳
仙
引
の
執
刀
を
示
し
て
わ
内

ド
何
様
で
る
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
賓
際
に
於
い
て
は
、

一
九
一
八
年
十
二
月
十
六
日

K
伯
林
に
聞
か
れ
た
会
同
勢
兵
協
議
合
大

命
日
(
問
問
問
内
!
肉
。
ョ
関
門
耳
目
)
に
於
い
て
ロ
シ
ヤ
式
協
議
命
日
沃
の
主
張
を
押
さ
へ
て
民
王
政
治
的
同
氏
舎
議
招
集
の
議
が
可
決
さ
れ
た
時
に
、

就
に
右
の
過
激
協
議
合
運
動
の
挫
折
は
根
本
に
於
い
て
決
定
的
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
一
九
一
九
年

の
二
月
に
入
り
、
臨
時
共
和
政
府
は
一
方
に
於
い
て
、
上
記
決
議
の
趣
旨
に
舷
じ
て
闇
民
合
議
を
ワ
イ
マ

1
ル
に
招
集
す
る
と
同
時

に
、
他
方
に
於
い
て
叉
先
に
指
摘
し
た
如
〈
に
ロ
シ
ヤ
式
協
議
舎
に
勤
す
る
慮
世
に
闘
し
て
政
府
の
恨
本
方
針
を
議
明
し
た
の
で
あ

っ
た
。し

か
し
、
既
に
ご
是
労
働
大
東
の
心
の
上
に
深
き
魔
術
的
幻
惑
を
奥
へ
た
る
ロ
シ
ヤ
式
協
議
合
の
忠
怨
は
容
易
に
共
の
根
抵
を
掃

蕩
さ
る
べ
く
も
友
く
て
、
民
主
的
憲
法
制
定
の
震
に
開
か
れ
た
園
民
合
議
は
券
働
大
衆
の
間
に
欝
儲
せ
る
ロ
シ
ヤ
式
協
議
曾
制
変
安

純
怪
協
議
九
百
制
度
白
噴
丸

第
四
十
四
巻

b 
b 

ま再

放

七
-11 
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加
融
管
協
議
合
制
度
の
成
立

第
四
十
四
巻

-b 
丹、

第

競

七
i¥. 

笠
熱
に
よ
っ
て
終
始
強
烈
な
る
牽
制
的
影
響
を
蒙
っ
て
ゐ
た
。

同
氏
A
M
U

議
の
大
勢
は
議
合
制
度
と
抗
争
す
る
ロ
シ
ヤ
式
協
議
曾
制
度
に
到
し
で
は
無
論
最
初
か
ら
灰
到
の
態
度
を
と
っ
て
ゐ
究
。

け
れ
ど
も
、
同
家
の
穣
力
が
首
時
な
ほ
未
だ
輩
悶
な
ら
守
し
て
、
暴
動
を
以
て
迫
る
と
こ
ろ
の
崎
町
働
大
衆
聞
に
於
け
る
ロ
シ
ヤ
式
協

議
ι
M
U

制
皮
一
拠
監
の
勢
は
政
府
の
取
締
に
よ
っ
て
こ
れ
を
完
全
に
阻
止
す
る
こ
と
が
時
ん
ど
不
可
能
な
る
欣
態
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
刷

H
A
合
議
は
止
む
な
く
一
つ
の
安
協
策
を
立
て
る
に
京
り
た
。
此
の
安
協
策
中
特
に
山
口
同
両
の
号
察
制
象
に
直
様
閥
係
し
た
る
拡
を
い
へ

ば
、
そ
れ
は
従
業
被
側
者
一
小
作
泊
一
昨
川
河
内
に
て

J
料
品
同
特
一
例
宥
協
議
'
竹
L

へ

-f(バ
r
U
6
3
1
目
立
川
ご
と
郁

γ-合
組
織
左
結
成
し
て
司
刊
中
小

組
織
は
総
川
町
山
内
部
の
闘
係
に
て
被
傭
者
側
の
利
盆
を
保
識
し
、
貨
銀
共
の
他
の
叶
労
働
保
件
の
決
定
及
び
会
館
生
産
力
の
稜
展
に
闘
し

て
企
業
主
側
と
劉
等
の
地
位
を
以
て
共
同
決
定
の
様
限
を
亨
有
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
、
憲
法
の
僚
規
の
上
に
宣
言
し
た
と
い

ふ
こ
と
?
あ
る
。

尤
も
、
布
の
「
経
営
曲
目
働
者
協
議
曾
」

の
内
部
構
遣
に
闘
す
る
規
定
は
、
ん
志
法
に
よ
っ
て
別
の
特
別
法
に
委
任
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
而
し
て
、
右
の
如
辛
口
安
協
策
た
る
憲
法
僚
規
が
岡
氏
品
目
議
に
て
審
議
進
行
中
に
も
現
貨
の
諸
経
営
に
て
ロ
シ
ヤ
式
協
議
舎
を
続

っ
て
依
然
た
る
持
働
不
安
が
繕
績
し
て
ゐ
た
か
ら
、
「
粧
品
百
持
働
者
協
議
合
同
」
の
内
部
的
椛
迭
に
闘
す
る
特
別
訟
の
制
定
は
一
日
の
平

き
を
急
ぐ
欣
態
で
あ
っ
た
。

か
ι

ミ
る
事
情
の
中
に
於
い
て
政
府
は
複
雑
た
革
備
工
作
を
経
過
し
た
る
後
、

一
九
一
九
年
八
月
十
六
日
に
始
め
て
「
経
営
弊
働
者

協
議
合
訟
」
の
法
案
を
捌
民
合
誌
の
前
に
提
出
し
た
。
而
し
て
、
此
の
訟
案
は
議
合
の
訓
仙
台
政
策
委
員
合
の
手
許
に
於
い
て
迂
曲
の

容
議
過
棋
を
経
過
し
、
そ
こ
で
此
の
制
度
の
制
定
を
繰
る
諸
勢
力
の
錯
雑
せ
る
別
立
抗
争
関
係
を
反
映
し
て
幾
度
か
修
豆
せ
ら
れ
、

nie Verfassung des Deutschen Reichs， Artikel 16:: 



詮
に
一
九
二

C
年
一
月
十
八

H
に
五
っ
て
漸
〈
一
三
六
到
六
三
の
多
数
を
以
て
目
以
絡
可
決
に
到
注
し
て
成
な
し
民
。

こ
れ
が
「
経
常

協
議
合
法
」
(
』
f

問
。
」
と
間
併
せ
ら
れ
る
特
別
法
で
あ
る

3

右
の
法
律
の
採
決
に
際
し
て
は
、
枇
命
日
民
主
黛
、
中
央
議
が
ト
仁
力
と
友
っ
て
と
れ
に
賛
成
し
、
猟
立
枇
合
口
金
…
及
び
共
産
禁
が
樋
左

翼
に
於
い
て
同
氏

M

採
が
右
翼
に
於
い
て
こ
れ
に
反
剖
し
た
。

ι
川
、
る
事
情
か
ら
推
知
し
得
ら
れ
る
や
う
に
、
此
の
経
替
協
議
合
法
の

制
定
を
繰
れ
る
背
後
の
勢
力
及
び
忠
忽
の
聞
係
は
何
恨
め
て
複
雑
に
錯
綜
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
此
の
こ
と
は
叉
必
然
的
陀
経
営

協
議
合
制
度
の
法
律
規
定
の
内
容
に
針
し
て
そ
れ
に
舷
じ
た
浪
治
的
影
響
を
投
や
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

問
、
経
替
協
議
曾
制
度
の
特
質

、
-

3

t

，
虻
町
ド
ヨ
可
J

P

一、、=、、

メ
…
ー
と
、
』
耳
-
同

tu'白川
h
りい

v
r

、門川

一
方
に
於
い
て
じ
シ
ヤ
式
的
例
許
協
議
ヘ
川
σ

制
収

K
I
加
，

f
そ
こ

K
M
拾
万
ぴ
粍
併
に
金
約
に
引

ず
る
抑
制
裁
的
緋
力
を
同
め
ん
'
と
し
て
運
動
す
る
急
進
枇
命
日
主
義
的
勢
力
が
作
用
し
、
他
方
に
又
と
れ
に
針
立
し
で
か
〈
の
如
き
ロ
シ

ヤ
式
協
議
曾
制
度
を
排
撃
し
て
政
治
の
民
主
的
議
合
主
義
化
を
目
指
ず
と
こ
ろ
の
枇
合
民
主
主
程
的
勢
力
が
活
動
し
、
そ
れ
ら
雨
筒

の
中
心
的
努
力
の
安
協
同
開
係
が
主
動
力
に
な
っ
て
、
北
(
の
結
間
取
、
新
制
の
一

t

経
営
協
議
合
法
」
が
生
ま
れ
た
と
い
ふ
乙
と
が
出
来
る
で

あ
ら
う
。
尤
も
又
そ
れ
と
同
時
に
、
共
の
成
立
過
程
に
於
い
て
他
の
二
つ
の
枇
合
経
済
的
勢
力
が
側
面
的
契
機
と
し
て
重
要
な
役
割

を
演
じ
た
こ
と
を
宥
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
共
の
一
つ
は
弊
働
組
ム
円
で
あ
る
。

と
れ
は
ロ
シ
ヤ
式
協
議
舎
制
度
が
動
も
す
れ
ば
サ
ン

ヂ
カ
リ
ズ
ム
的
傾
向
に
走
っ
て
弊
働
組
合
の
勢
力
を
阻
む
に
至
ら
ん
こ
と
を
第
一
に
倶
れ
て
ゐ
た
。
吏
ら
に
又
次
の
一
つ
は
資
本
家

階
級
の
一
般
的
態
度
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
資
本
主
義
的
秩
序
の
根
本
的
危
機
に
際
合
し
て
、
寧
"
の
経
営
協
議
曾
制
度
の
成
立
を
助

制
肌
侍
協
議
令
制
度
の
成
ャ
比
一

第

5置

七
九

第
四
十
四
巻

七

九

日 4a， a. 0 V目 Bonin，W 12) 



伽
れ
持
協
議
令
制
度
の
成
立

第
四
十
四
巻

i¥. 
O 

N.，-
~;， 

披

i¥. 

O 

成
し
、
と
れ
に
よ
っ
て
内
部
か
ら
弊
働
者
を

ι

懐
柔
し
て
そ
こ
に
持
資
協
同
の
職
業
階
級
的
思
想

B
2
F
Z
E宮
古

委
し
‘

E
Z
)
を
喚
起
均

以
て
資
本
主
義
的
秩
序
の
根
本
的
努
草
を
要
求
す
る
運
動
に
針
膝
ナ
ぺ
き
制
肘
去
勢
の
手
段
を
求
め
ん
と
し
た
の
で
あ
る
出

以
上
二
つ
の
側
面
的
契
機
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
何
と
し
て
も
、
総
健
的
に
は
、

ロ
シ
ヤ
式
協
議
曾
制
度
を
狙
ふ
念
進
枇
合
主
義
の

努
力
を
純
管
協
議
曾
と
い
ふ
局
部
的
性
質
の
組
織
内
に
拘
束
し
て
、
こ
れ
を
去
勢
ぜ
ん
と
す
る
枇
命
日
民
主
土
建
築
が
中
心
的
推
進
力

と
左
っ
て
作
用
し
、

そ
れ
が
一
方
に
於
い
て
、
上
況
の
矧
く
板
本
的
熔
革
の
問
川
崎
の
偏
に
は
枚
へ
一
f

与ノムル
r

の
磯
村
宇
一
廿
受
ぜ
ん
と
す

る
資
本
交
階
級
の
一
般
的
恕
2h
比
一
ル
桜
川
し
、

同
ら
に
父
他
方
、
他
中
止
も
制
作
統
的
悼
吉
岡
勢
力
の
擁
護
を
則
T

る
労
働
組
合
側
の
態
度
を

刷
慮
し
一
仁
、

そ
と
に
新
制
「
経
替
協
議
合
法
」
を
成
立
せ
し
め
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
き
事
情
の
中
に
誕
生
せ
る
経
皆
協
議
舎
の
制
度
は
‘
共
の
根
本
的
性
格
に
於
い
て
決
し
て
ロ
シ
ヤ
式
労
働
者
協
議
合
制

度
と
同
ビ
念
進
枇
合
同
主
義
的
目
的
を
追
求
し
て
ゐ
る
も
の
で
な
い
と
と
は
い
ふ
を
候
た
な
い
。
し
か
し
き
り
と
て
又
、
そ
れ
は
大
戦

前
に
炭
〈
行
は
れ
て
ゐ
た
随
意
性
的
私
設
工
場
委
員
舎
の
如
き
草
友
る
苦
情
取
弐
機
闘
と
し
て
の
温
情
主
義
的
、
品
札
A

同
日
改
良
主
義
的

性
質
に
止
ま
る
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

邸
ち
そ
れ
は
法
律
に
よ
っ
て
こ
れ
が
設
置
を
強
制
せ
ら
れ
、
経
帥
宮
内
諸
問
聞
係
上
か
友
り
康
汎
な
範
園
に
闘
し
て
従
業
労
働
者
の
自

主
的
決
定
権
を
確
玄
し
、
以
て
こ
れ
を
雇
主
側
の
資
本
家
的
勢
力
と
針
立
せ
し
め
る
も
の
に
一
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
と
と
は
賃
銀
共
の

他
の
重
要
僻
労
働
僚
件
ゃ
、
な
ら
び
に
雇
傭
及
ぴ
解
雇
等
の
諸
問
題
の
決
定
に
針
す
る
経
替
協
議
舎
の
参
加
、
及
び
企
業
貸
借
針
照
表

の
監
賓
機
、
友
ら
び
に
重
役
舎
に
劃
す
る
経
替
協
議
舎
代
表
の
参
加
等
の
法
定
諸
機
能
の
上
に
明
瞭
に
こ
れ
を
認
め
る
と
と
が
出
来

る

V目 Bonin，、N.a. a. O. S. 5 



経
営
協
議
舎
に
封
し
て
多
分
に
経
営
民
主
化
的
性
格
を
附
興
し
た
る
以
上
の
諸
峨
能
に
関
聯
し
て
こ

L

K
注
意
を
要
す
る
一
つ
の

問
題
が
あ
る
。

そ
れ
は
経
替
協
議
命
日
と
岬
労
働
組
合
と
の
聞
に
於
け
る
職
能
的
関
係
で
あ
る
。
抑
も
経
皆
協
議
舎
は
第
働
組
合
と
針
抗

ず
る
調
立
機
闘
と
し
て
被
傭
者
の
震
の
利
鈍
擁
護
に
営
た
る
ぺ
き
自
律
的
構
能
を
有
し
た
る
も
の
で
は
な
い
。
端
的
に
い
へ
ば
、
経

四
百
協
議
舎
と
努
働
組
合
と
の
聞
に
は
何
等
の
封
抗
的
闘
係
が
存
在
し
て
ゐ
た
い
。
而
し
て
、
共
の
職
能
的
関
係
か
ら
見
れ
ば
、
恰
も

前
者
は
後
者
に
従
属
す
る
地
位
に
立
っ
て
ゐ
る
。
蓋
し
従
業
岬
労
働
者
の
利
盆
に
闘
す
る
重
要
事
項
の
根
本
的
決
定
は
拙
労
働
組
合
の
楼

限
内
に
ゐ
か
れ
、
経
佐
山
明
話
人
併
は
と
れ
と
衝
突
す
べ
き
別
箇
の
決
定
を
行
ふ
こ
と
を
勺
汗
さ
れ
て
ゐ
な
い
。

そ
れ
と
同
時
に
他
方
に
又

M
山
崎
協
議
A
M
は
搾
働
組
合
と
瞳

E
閣
と
の
聞
に
唆
立
つ
渠
圏
崎
一
般
労
働
契
約
の
経
管
内
的
執
行
欣
態
監
脱
の
臓
責
を
も
負
は
さ
れ

て
"
ι
F。

経
替
協
議
舎
の
如
き
経
日
時
国
内
的
組
織
の
楼
限
が
際
限
も
た
〈
情
長
し
て
共
の
潟
め
に
自
己
の
集
圏
的
勢
力
を
限
碍
さ
れ
る
に
至
ら

ん
こ
と
を
倶
れ
た
柑
労
働
組
合
の
顧
慮
に
起
因
し
て
成
立
し
た
る
前
記
の
如
き
規
定
は
、
買
は
企
業
主
側
に
封
し
て
は
事
る
一
唐
経
替

協
議
曾
の
経
管
民
主
化
的
座
カ
を
様
大
強
化
せ
ら
れ
た
結
果
に
た
っ
て
ゐ
る
。
葦
し
、
か
L

る
規
定
に
よ
っ
て
経
管
協
議
舎
は
そ
れ

自
慢
の
背
景
に
て
界
働
組
合
と
い
ふ
趨
経
管
的
組
織
と
密
接
に
連
繋
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
、
共
の
潟
に
経
替
協
議
舎
は
各
筒

に
侃
立
的
地
位
に
あ
る
よ
り
も
一
一
暦
自
己
の
経
笹
民
主
化
的
勢
力
を
強
大
友
ら
し
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
は
言
を
侯
た
な
い
。
た
ん
」

へ
経
替
協
議
舎
は
弊
働
組
合
的
勢
力
の
手
先
乃
至
は
前
哨
的
機
闘
に
他
た
ら
ね
に
し
て
も
、
そ
の
こ
止
は
些
一
か
も
同
時
に
経
替
民
主

化
的
機
関
と
し
て
の
経
営
協
議
舎
の
意
義
を
軽
か
ら
し
め
る
も
の
で
は
左
〈
、
否
む
し
ろ
事
実
は
共
の
反
封
と
い
ふ
ぺ
き
で

-b
る。

夏
め
て
い
ふ
を
侠
つ
乙
と
友
く
、
経
営
民
主
の
思
想

B
Z号
r
E
g。r
E
W
)
は
消
極
的
に
は
各
箇
経
営
の
管
理
闘
係
上
に
て
雇
主

艇
管
協
議
曾
制
度
。
成
立

第
四
十
回
答

策

強

丹、

丹、
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粧
管
協
議
A
W
H

制
度
の
成
立

第
四
十
回
答

第

銑

''-

ハ、

側
の
支
配
搭
を
狭
化
し
て
共
の
資
本
家
的
専
制
力
を
制
限
し
、

又
積
鋭
的
方
面
か
ら
見
れ
ば
被
傭
従
業
者
を
も
制
度
の
上
で
公
然
と

経
倍
支
配
に
参
興
せ
し
め
て
、

と
れ
を
軍
な
る
雇
主
側
窓
士
山
の
訓
象
た
る
位
世
か
ら
餅
放
し
、

そ
し
て
紋
等
の
意
芯
を
雇
主
側
の
そ

れ
と
並
べ
て
経
管
管
理
の
上
に
柄
者
を
剖
等
的
に
反
映
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
d

卸
ち

そ
れ
は
た
ピ
狽
り
企
業
主
の
み
が

絞
管
内
支
配
者
た
る
ぺ
か
ら
や
し
て
、

従
業
被
術
者
も
亦
同
じ
く
支
配
者
で
な
付
れ
ば
な
ら
ね
と
主
張
す
る
町
山
烈
で
め
る
。

J
e九
1

4

4

F

-

Il--ι 

よ
円
ソ
て
も
推
知
せ
ら
れ
何
る
如
〈
に
、
経
削
吋
日
吋
主
の
思
想
ば
そ
れ
白
川
怖
と
し
て
少
ぐ
と
も
こ
れ
生
制
度
形
態
的
に
児
る
限
り
、
経
待
問

此
H
迎
の
ト
し
FV
匂
ら
被
山
附
何
十
寸
仰
の
み
の
支
配
作
宮
北
九
一
ん
し
一
」
他
万
に
h
M
弐
主
側
の
制
限
力
L
E
純
判
的
に
-
台
定
し
去
ら
ん
と
す
る
4
L
h一
て
は

な
い
の
で
あ
る
。

尤
も
、
総
響
協
議
舎
の
如
〈
に
共
の
峨
能
上
明
か
に
経
営
民
主
化
的
性
格
を
白
設
す
る
機
闘
の
設
立
が
あ
る
相
朝
合
仁
は
、
北
(
の
職

能
嗣
係
に
莱
じ
て
、
軍
な
る
粧
品
凸
民
主
の
忠
利
心
範
囲
を
越
え
た
る
念
進
枇
合
主
義
振
が
各
筒
粧
品
百
内
に
於
け
る
自
訴
の
勢
力
指
大
の

手
段
と
し
て
此
の
機
闘
の
利
用
を
企
て
る
に
歪
る
と
い
ふ
の
は
、
極
め
て
起
と
り
符
べ
き
現
象
で
る
弘
。
在
ほ
又
他
方
に
、
終
日
営
協

議
舎
は
北
ハ
の
成
立
の
過
程
に
於
い
て
、

側
面
的
契
機
と
し
て
の
資
本
家
的
勢
力
の
影
響
を
も
多
分
に
受
け
て
来
た
も
の
で
あ
る
鵠

に
、
共
の
結
果
こ
れ
が
峨
能
嗣
係
上
に
で
軍
た
る
従
業
第
働
者
側
の
利
条
の
潟
の
み
に
で
は
な
〈
、
更
に
又
同
時
に
、
他
面
に
は
経

営
白
挫
の
利
益
従
つ
で
蛍
該
企
業
資
本
の
利
径
の
箆
に
も
成
く
積
極
的
考
慮
を
致
す
べ
き
と
と
を
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
。
以
上
の
如
き

則
松
端
の
事
情
は
無
論
経
営
協
議
舎
の
具
鰐
的
性
質
を
見
る
に
つ
い
て
若
過
し
符
泣
い
も
の
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
に
も
不
拘
と
れ
る

る
に
よ
っ
て
此
の
制
度
的
組
縦
の
粧
品
川
山
氏
主
化
的
機
関
と
し
て
の
特
質
を
根
本
的
に
否
定
す
る
の
は
正
営
な
る
見
方
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
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五
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結
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以
上
に
経
営
協
議
令
制
度
成
立
の
沿
革
的
絞
紳
を
考
察
し
た
結
果
、
次
の
如
く
に
い
ふ
と
と
が
出
来
る
。
印
ち
、
経
営
協
議
合
制

h

肢
は
粧
品
凸
内
的
管
却
に
闘
し
て
獅
泡
に
於
い
て
既
に
早
〈
十
九
州
V

紀
の
中
葉
前
後
に
起
原
を
議
し
た
る
随
意
性
的
私
設
工
場
委
員
曾

制
度
の
殻
展
を
遂
げ
た
結
果
の
一
特
殊
形
態
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
其
の
設
展
の
過
程
に
於
い
て
大
戦
期
中
の
愛
闘
弊

働
法
上
の
工
場
会
見
合
制
度
や
殊
に
は
叉
戦
徒
革
命
進
行
期
中
に
潟
獄
の
勢
を
走
く
せ
る
念
進
枇
命
日
主
義
的
性
質
の
ロ
シ
ヤ
式
持
働

者
協
議
合
よ
り
直
接
に
弧
き
影
響
を
受
け
た
る
伐
に
、
原
初
形
態
忙
刷
新
し
て
ゐ
た
滞
情
主
義
的
、
枇
舎
改
良
主
義
的
性
格
の
色
彩

は
仏
州
ん
左
大
畑
山
パ
刀
そ
れ
よ
り
州
以
-
d

打
ご
、
祈
た
に
少
か
ら
T

る
与
一
去
に
訓
一
川
町
d
M
応
主
化
的
性
格
や
一
附
山
川
小
ら
れ
た
っ

11込

引、f

bう

そ
れ
が
新
生
の
努
を
以
て
戦
後
の
革
命
猪
遜
に
件
レ

F

場
し
て
来
た
も
の
ご
あ
る
。
印
私

J

、
経
営
協
議
曾
制
度
は
こ
れ
を
軍
に
経
笹
内
的

従
業
被
傭
者
代
表
機
闘
と
し
て
見
る
限
り
に
は
、
平
一
れ
は
遠
く
北
(
の
起
原
を
前
世
紀
中
葉
前
後
に
迄
も
た
ど
る
ベ
屯
さ
と
と
ろ
の
相
営

に
沿
革
古
き
制
度
で
あ
る
ロ
し
か
し
、
又
更
に
と
れ
を
粧
品
百
民
主
化
的
機
関
と
し
て
の
性
格
に
於
い
て
把
擁
す
れ
ば
、
そ
れ
は
大
戦

中
及
び
殊
に
戦
後
革
命
期
の
溺
議
K
於
け
る
終
消
的
、
枇
合
同
的
、
政
治
的
特
殊
事
情
の
影
響
の
中
に
生
み
附
さ
れ
た
比
較
的
新
ら
し

き
意
義
の
経
管
内
的
施
設
で
あ
る
。

経
替
協
議
令
制
度
の
成
立
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